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要旨 

【目的】本研究では、精神障がい者に対する退院支援や地域生活支援、そのための居所支援を

行う上でシステム構築を行政機関がどのように行っているのか、個別給付となった地域移行・

地域定着支援を中心に、現状と課題を把握することを目的に行った。 

【方法】昨年度行った『地域相談支援事業所における精神障がい者の退院支援・居所支援・地

域生活支援に関する実態調査』に回答いただいた事業所を管轄する市町村の担当部署へ郵送に

よる質問紙調査を行った。(2015年 2 月〜2015年 6月)。回収率は 30.4%であった。 

【結果と考察】 

地域移行・定着支援の実施実績 

 総合支援法における個別給付の地域移行支援は 87.5％、地域定着支援は 82.7％の市町村で実

施事業所があり、地域移行を行っている事業所は人口 10万人に対して平均 3.2ヶ所、地域定着

支援は 2.7ヶ所であった。しかし、実際の利用者があった事業所は地域移行支援では H24年度: 

45.5％、H25年度：55.1％と半数ほどであり、地域定着支援では H24年度: 28.0％、H25年

度: 39％と低調であった。 

社会資源数等と利用者数 

 地域移行支援の利用者数を 3群に分けたものと社会資源数の関連をみたところ、地域移行支

援利用者の多い市町村では利用者がいない自治体に比べ、相談支援事業所（p=.03）、居宅介護

事業所（p=.006）、自立訓練事業所（p=.005）、精神科訪問看護ステーション（p=.002）、精

神科デイケア（p=.02）などの社会資源が多い傾向が見られた。 

システム構築の実施度 

 退院支援やその後の地域生活支援のための地域事業所や医療機関などとの協働・連携につい

て、61.3％の市町村の担当者が《常に必要》と回答しているが、実際に《活発に取り組んでい

る》と回答した市町村は 9.62％であった。詳細な支援などについては、個別の支援への関わり

のカテゴリーで『退院前のカンファレンス・ケア会議への参加』57.1％、『相談・訪問等の直

接支援の提供』52.8％と《活発に実施》と答えた市町村が 50％を超えているが、システム作り

のための項目においては一番実施度が高いものでも、『地域福祉計画等に数値目標を設定して

いる』という項目で《活発に実施》とした市町村は 33.3％ほどであった。 
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A. 研究の背景と目的 

平成 15年に開始された『退院促進支援事

業：現地域移行支援・地域定着支援』は都道

府県から委託を受けた地域事業所の自立支援

員（旧退院促進員）やピアサポーターを活用

し、医療機関に出向き長期入院者の退院意欲

の喚起や退院への支援を行う制度であったが、

幾つかの変遷を経て、平成 24年度から障がい

者自立支援法（現総合支援法）における個別

給付制度となった。しかし、その後地域の医

療機関や他の支援をコーディネートする機能

は個別給付の対象からは外れ、ピアサポータ

ーの活用に関する事業も都道府県の国庫補助

事業に切り分けられたため、各地域において

退院支援や退院後の支援を体系的に取りまと

める機能が新たに必要とされている。昨年度

行った地域事業所への郵送による調査におい

ても、市町村行政機関のシステムへの関わり

は重要だと考えられる。 

 そのため、本研究では昨年度行った事業所

調査で回答を得た事業所を管轄する市町村が、

システム作りのためにどのような活動を行っ

ているのか実際の状況を把握し、課題を明確

にすることを目的とした。 

また、本報告は市町村調査のみの結果をま

とめているが、今後昨年度行った事業所調査

の結果や別に行った都道府県調査の結果を合

わせ、長期入院の退院を促進させるためのシ

ステムの要因等を分析していく予定である。 

 

B. 方法 

1）対象者 

 本研究の対象は、 昨年度（平成 26年度）

同分担研究班が行った『地域相談支援事業所

における精神障がい者の退院支援・居所支

援・地域生活支援に関する実態調査』の結果

と合わせ分析することを念頭に、その調査に

回答を得た事業所（567ヶ所）を管轄する市

町村（358ヶ所）の地域移行・地域定着支援

を担当する部署の責任者もしくは担当者とし

た。 

2）調査方法・期間 

 本研究は郵送による質問紙調査を行った。

2015年 2月 6日に発送を行い、2月 26日を

返送期限としたが、4月末まで回収を行い 107

の市町村担当部署より回答を得た。（回収率

30.4％） 

 

3）調査内容 

①担当部署人員体制 

 市町村で精神障がい者の地域移行・地域定

着支援事業等を担当する部署名、職員の配

置人数、職種など 

②社会資源数 

 各市町村内の全資源数と精神障がい者の利

用実績のある資源数およびその運営母体別

の資源数 

③精神科医療等の状況 

 精神科の病院数、病床数、自立支援医療の

利用者数等 

④地域移行・定着支援の実施状況 

 市町村内の実施事業所数、平成 24年度、平

成 25年度の利用者（延べ数・実数など）な

ど 

⑤システム作りのための支援実施度 

 全体的な事業所や医療機関との協働・連携

システム構築への取り組み度を 4段階（1：

全く行っていない、2：進めようとしている

が活発ではない、3：いくつかの事業所・病

院とは進んでいる、4：活発に取り組んでい

る）で尋ねた。 

 また、より具体的な行政機関による支援、

システム作りのための事業等を 5カテゴリ

ー37項目（以下） 

1：地域の支援体制作り・基盤構築 
（11項目）   

2：事業や支援の計画・評価について 
（7項目）  

3：居所支援のための事業（5項目） 
4：当事者・家族の参加のための働きかけ 
（8項目） 

5：個別の支援への関わり（6項目） 
を 3段階（1：実施せず 2：実施している
が不活発 3：活発に実施）で尋ねた。 
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4）分析方法 

各項目ともに集計を行い、利用者数、社会

資源数等は市町村の人口で割り、人口 10万 

人対で比較した。また、地域移行支援、地域

定着支援の H25年度の実利用者数と地域の 

社会資源数の関連をみるために以下の統計分

析を行った。まず市町村を人口 10万人対の 

地域移行支援数（実数）・地域定着支援数 

（実数）でそれぞれ 3群, （0人, 0.1 人〜 

2.5人, 2.5人以上）（0人,0.1〜5.0人未満,5 

人以上）に分け、各社会資源数について

Kruskal - Wallis rank検定によって群間比 

較を行った。群分けについては、利用者が 0

人の市町村が地域移行支援（以下「移行」） 

で 40％を地域定着支援（以下「定着」）で 

は 60％を超えていることと、利用者がいる 

市町村でも利用実数は少ないため、0人、利

用者のいる市町村（移行：0.1 人〜2.5人未 

満、定着：0.1 人〜5.0人未満）利用者が多 

いとみられる上位 15％（移行：2.5人以上,  

定着：5.0人以上）に分けた。 

 

5）倫理的配慮 

調査の対象が市町村行政機関であり、担当

者の個人的情報等に関しては収集しない形で

調査を行った。調査票と同封した説明・依頼

文書にて本調査の趣旨の、調査票の返信をも

って調査に同意を得たとする等の説明を行っ

た。 

 

C. 結果 

 回答のあった市町村は 55ヶ所（51.4%） 

が 10万人以下の規模の市町村であり、100 

万人を超える政令市は 4ヶ所あった。1万人

以下の小規模な市町村は 3ヶ所（2.8%）で 

あった。 

 

1）地域移行支援・地域定着支援の実施 

 地域移行支援を行っている相談支援事業所

は 91（87.5％）の市町村で設置されており、

総数 563事業所で平均 5.4事業所（人口 

10万人対で平均 3.2事業所）。地域定着支 

援を行っている相談支援事業所は 86の市町

村（82.7％）に設置されており、総数 498事

業所、平均 4.9事業所（人口 10万人対で 2.7

事業所）であった。（表 1）しかし、実際に 

実績のあった（利用者がいた）事業所は、地

域移行支援では H24年度で 45ヶ所 

（45.4％）H25年度では 54ヶ所（54.1％）

であった。利用者数は（H24年度－H25年 

度）延べ（911人−944人）、実人数で（258

人−262人）であり、人口 10万人対で平均延

べ（5.7人−4.4人）、実（2.7人−1.4人）で 

あった。地域定着支援は、H24年度で 28ヶ

所（28.0％）、H25年度 39ヶ所（39.0％） 

であった。利用者数は（H24年度－H25年 

度）延べ（486人−1493人）、実人数で 

（106人−165人）であり、人口 10万人対で

平均延べ（124.3人−341.4人）、実（34.2 

人−56.9人）であった。（表 2） 

 

2）地域移行支援・定着支援に関わる人員体 

制 

 回答のあった市町村（n=101）のうち 98 

自治体（87.3%）が担当職員を配置してお 

り、常勤職員は 84.7％の自治体が配置してい

る。人口 10万人に対し平均 4.9人（中央値

2.8人）である。実際の配置は 1人程度の自 

治体が 45％程であった。担当者の職種で 

は、保健師が 45ヶ所（45％）の自治体で配

置されていたが、精神保健福祉士は 26ヶ所

（25.7％）であった。社会福祉士は 17ヶ所

（17％）である。（表 3） 

 

3）社会資源数 

 (a) 地域移行・定着支援の担い手である精

神障害者の支援実績のある相談支援事業所は

92.2％の自治体で設置されており、人口 10 

万人に対し平均 5.5ヶ所（実数 792ヶ所）で

あった。そのうち 74％が社会福祉法人もし 

くはNPO法人であった。 
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 (b) 地域での様々な支援の拠点となる地域

活動支援センター1型は約 60％の自治体で設

置されており人口 10万人に対し 1.5ヶ所、 

そ 

のうち 65％が福祉・NPO法人であり、約 25％

が医療法人であった。 

 

 (c) グループホームは 81.2%の自治体で設

置されており、1302ヶ所（人口 10万人に対

し平均 6.8ヶ所）であるが、50％の自治体で

人口 10万人に対し 3.0ヶ所以下であった。最

も多い自治体では 315ヶ所（人口 10万人対

75ヶ所）であった。設置主体別では社会福

祉・NPO法人が 77.6％であった。サテライ

ト型は 24ヶ所（人口 10万対 0.1ヶ所）であ

った。 

 

 (d) 精神科訪問看護ステーションは 53.4％

の自治体で開設されており、合計 562ヶ所（人

口 10万人に対し平均 1.5ヶ所）。39.0％が医

療法人率であるが、社会福祉・NPO法人も

33.3％あった。 

 

4）精神科医療の状況 

精神科病院（単科）は一市町村あたり平均

2.7病院。人口 10万人以下の市町村では平均

1.0病院。人口 10 万人〜100万人の市町村で

は平均 3.9病院。100万人以上の市では 13.8

病院で、最も多い自治体で 34病院あった。精

神科病床数は、病床がない市町村が 32ヶ所あ

り、平均人口 10万人に対し 28.1床。一番多

い市町村で人口 10万対 228.9床であった。自

立支援医療制度の利用者は人口 10万人に対

し平均 136.4人であり、最小 68.7 人〜最大

433.9人と開きがある。精神保健福祉手帳の

所持者は人口 10万人に対し平均 1536.6人で

あった。自立支援医療の利用者数と精神科病

床数は人口 10万人対で見ると相関は見られ

なかった。 

 

5）システム作りのための支援実施度 

 5)−1全体的な必要度と取組み度 

 地域事業所や医療機関などを含めた協働・

連携のためのシステム作りに関して、その必

要性に関しては 38.7％が《場合によっては必

要》、61.3%が《常に必要》と答えており、

必要ではないと答えた市町村はなかった。し

かし実際の取り組みに関して《活発に取り組

んでいる》は 10ヶ所（9.6％）で《いくつか

の事業所・病院とは進んでいる》とした所を

含めても 49ヶ所（47.1%）と半数に届かなか

った。《全く行っていない》と回答した市町

村は 20ヶ所（19.2％）あった。（図 1） 

 

5)−2詳細な実施項目とその実施度 （表 4） 

a. 地域の支援体制づくり・基盤構築 

11項目で最も実施度が高かったもので『精

神障害者への理解を促進させる講演・シンポ

ジウムを行う』の 28.3％であり、実施してい

るが不活発を足しても 42.5％であった。医療

機関への退院支援に関わる支援等の説明を行

う、ポスターやチラシを配るなど、行政から

医療機関への働きかけの項目は約 80%の市町

村で実施されていなかった。また、国土交通

省事業である居住支援協議会の開催は 98.1％

の市町村で実施されていなかった。 

 

b. 事業や支援の計画評価について 

 地域福祉計画等、事業計画に数値目標を設

定するという項目は 75.2％の市町村で実施さ

れているが、活発に活用されている自治体は

33.3％であった。実際に設定された目標値も、

地域の事業所や病院等と共有されている自治

体は 41％ほどであった。行われている事業の

評価に関しては、数値による評価・質による

評価とも 70％以上の自治体で実施されてい

なかった。 

 

c. 居所設定のための事業 

 居所に関する項目に関しては、すべての項

目について《実施していない》が 7割以上で

あった。『居所支援のための連絡会開催』が
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最も《活発に実施》の割合が高かったが 

13.2％であった。『不動産業者からの空き家

情報を事業所と共有するシステム作り』『地

域の空き家情報の共有や空き家の活用をする

システム作り』の項目で活発に実施している

自治体は 1ヶ所（0.9％）のみであった。 

 

d. 当事者・家族の参加のための働きかけ 

 『自立支援協議会へ家族を参加メンバーと

して加えている』が最も実施度が高く、34 

ヶ所（32.1％）の自治体が『活発に実施』で

あった。当事者の参加を聞いた項目では 23

ヶ所（21.3％）であった。しかし、『ピアサ

ポーター・スタッフの育成のための研修会・

勉強会の開催』は 23ヶ所（21.2％）で《活 

発に実施》は 15ヶ所（14.2％）にとどま 

り、『ピアサポーター・スタッフ雇用のため

の予算算定』をしている自治体は 8ヶ所で 

《活発に実施》は 6ヶ所（5.7％）であっ 

た。 

 

e. 個別の支援への関わり 

 個別支援への関わりは、他のカテゴリーに

比べ実施度が高く、退院前のカンファレン

ス・ケア会議への参加』は 87.6％の自治体が

実施しており、57.1％が《活発に実施》であ

った。相談・訪問等直接支援の提供も 52.8%

が《活発に実施》であり同様に退院後のカン

ファレンス等への参加の項目も実施度が高か

ったが、『直接入院患者へ地域移行制度等の

説明・利用の推進』に関しては 26.4％しか実

施されておらず《活発に実施》に関しては 11

ヶ所（10.4％）であった。 

 

6）地域移行・定着支援利用者数と社会資源数

との関連（表 5） 

 地域定着支援では分析を行った全ての社会

資源数に対し統計上有意な傾向は見られなか

ったが、地域移行支援の利用者数では、相談

支援事業所（p=.026）、サテライト型グルー

プホーム（p=.002）、居宅介護事業所 

（p=.006）、自立訓練事業所（p=.005）、精

神科訪問看護ステーション（p=.002）、精神

科デイケア（p=.024）で群間に有意差が存在

し、精神障害者を支援している実績のある社

会資源数が多いほど移行利用者数が多いとい

う傾向が見られた。 

 

7）地域移行・定着支援利用者数と精神科医療

等の状況との関連（表 6） 

 社会資源数と同様に精神科病床数や自立支

援医療の利用数、精神保健福祉手帳の所持数

を、支援の利用者数を 3群分けしたもとの関

連をみたところ、精神科病床数と各支援の利

用者数の比較においては、利用者の多い自治

体ほど病床数は多くなっている傾向は見られ

るが、統計学上有意差は見られなかった。 

自立支援医療利用者数（p=.04）、精神保健

福祉手帳の所持数（p=.005）で支援の利用者

数との関連が見られた。 

 

D. 考察 

1）地域移行支援・地域定着支援の実施につい

て 

 87.5％の市町村で地域移行支援が、82.7%

の市町村で地域定着支援が行われているが、

45％の市町村で地域移行支援の利用実績が 0

であり、61％の市町村で地域定着支援の利用

実績が 0であり、全国で制度の利用が進んで

いない現状が明らかになった。昨年度行った

地域事業所の実態調査の結果でも、退院支援

を行った方の 50.3％ほどしか地域移行支援が

使われておらず、地域定着支援においては退

院後の地域生活支援を行った方のうち 16.3％

にしか支援が利用されていなかった。制度自

体は全国に広まってきているが、実際の利用

率の低調さが市町村のレベルでも明らかにな

った。また、Ｈ25年度の地域移行支援に関し

ては、人口 10万人対で平均 1.4人とわずかで

ある。地域移行・定着支援を利用する対象者

層や、支援利用にあたっての課題を今後詳細

に検討する必要がある。 
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2）市町村によるシステム作り 

 実際に地域移行／定着支援を担当する市町

村の担当者からは、退院支援や退院後の地域

生活を支援するためのシステム作りは必要と

の回答を得、必要ないと回答した自治体は 0

であったが、実際のシステム作りのための活

動は低調である。全く実施していないと回答

した市町村も 20ヶ所（11.0％）あった。何が

進まない要因となっているのだろうか。担当

者からの自由記述欄からは、『医療機関との

連携が難しい』『地域圏域格差がある』との

意見が見られたが、詳細な支援の実施度を見

ても、『事業の対象者の選定・紹介など事業

所や病院との橋渡しを行う』といった医療機

関や事業所との連携を促す項目の実施度は低

く 59.6％の市町村が実施できていない。『病

院へ地域移行・定着・居住支援等のポスター

やチラシを配布』といった啓発に関わる項目

は 79.2％の市町村が実施しておらず、行政機

関が主導して実施事業所と医療機関との地域

内の連携システム作りをすることができてお

らず、病院への事業利用の働きかけもできて

いない実態が浮き彫りになってきた。行政機

関においてでも医療機関との関係作りが難し

ければ、地域の事業所が単独で医療機関に入

っていくことは更に難しいであろう。また、

事業の目標値は 75％以上の市町村で地域福

祉計画の中で設定しているが『評価を地域事

業所・病院等と共有・課題の振り返りを行う』

など評価に関する項目は実施度が低く、地域

で目標とするもの、またその達成をするため

の課題が、事業所や医療機関と共有されない

ため、事業や支援の在り方が改善されていか

ない。 

 実際に支援を利用する当事者や家族の声を

どのように取り入れていくかということも重

要な要素である。イギリスなど、他の先進国

では当事者の声を取り入れるシステムを既に

導入している。しかし、今回の結果では当事

者や家族が協議会等にメンバーとして参加し

ている自治体は、家族の参加は《実施してい

るが不活発》も入れて 54.7％であるが、当事

者は 36.7％であり、《活発に実施》は家族で

32.1％、当事者は 21.7％である。最も身近な

行政機関で、家族を含めた当事者の体験や、

そこから出てくる貴重な意見を取り入れてい

くことは、支援や事業を発展させるために重

要な機能である。そのため市町村でも更に力

を入れ、当事者の参加を促進していく必要が

ある。 

  居所支援で実施度の低い不動産業者等との

連携や調査した範囲ではほとんど行われてい

なかった国交省事業の居住支援協議会など、

他の事業やインフォーマルな資源も含め、シ

ステムをどのように構築していくか、行政の

役割が期待される部分ではないだろうか。 

 しかし、個別の支援への関わりのカテゴリ

ーでは実施度が高く、行政職員も個々の支援

に積極的に参加している。 

  

3）社会資源等との関連について 

地域移行支援に関しては、利用者と精神障

害者への支援の実績のある社会資源数との関

連が示唆された。相談支援事業所数は当然の

ことだが、自立訓練事業所、居宅介護事業所

や精神科訪問看護など退院後の生活を支える

支援数との関連も示唆されている。自立訓練

（生活訓練）事業所に関しては、長期入院さ

れていた方がすぐにアパートなどで一人暮ら

しをすることが難しい場合、地域生活に慣れ

ていくための中間施設として期待されている。

また、実際に地域生活を開始しても、全て一

人で行えるわけではなく、相談支援事業所の

自立支援員の支援だけでなく、居宅介護（ホ

ームヘルプ）や訪問看護など、訪問型の支援

を充実させることが地域での生活へ戻るため

に重要であることが示唆された。 

病床数よりも自立支援医療利用者数や精神

保健福祉手帳の所持数と利用者数との関連が

見られたように、他の制度の利用率も高い地

域で、地域移行の利用率が高いことが示され
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た。これらの結果から示唆されたように、長

期入院されていた方が地域へ戻り、地域生活

を継続していくためには、単に相談支援事業

所の支援員が退院支援を行えばよいという訳

ではなく、地域の総合的な福祉、医療の支援

の力が重要なのではないだろうか。そのため

には、地域をまとめシステムを作っていく市

町村行政の役割は大きいと言えよう。 

 

E. 健康危険情報 

なし 

 

F. 研究発表 

1. 論文発表 なし 

2. 学会発表  

1) 瀧本里香，吉田光爾，山下眞史，大島巌：

精神障がい者への退院支援・地域定着支

援におけるシステム作りに関する研究 

－地域事業所・市町村へのアンケート調

査より．精神科リハビリテーション学会，

高知，2016.12.4. 

 

G. 知的財産権の出願・登録状況 

1. 特許取得 なし 

2. 実用新案登録 なし 

3. その他 なし 
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表 1 地域移行・地域定着支援の実施と利用者の有無 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

表 2 地域移行/定着支援の事業所数と利用者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3 地域移行定着支援職員平均配置数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n=104 地域移行支援 地域定着支援 

実施事業所 有 91 87.5%  86 82.7% 

H24 利用実績 有 45 45.5%  28 28.0% 

H25 利用実績 有 54 55.1%  39 39.0% 

人口 10 万人対 ｎ 平均（人） 最小 最大 

職員合計 101 4.9 0.0 96.5 

  常勤数 98 4.6 0.0 96.5 

  非常勤（専従） 99 0.3 0.0 7.1 

  非常勤（兼務） 99 0.3 0.0 15.2 

保健師 100 2.4 0.0 96.5 

精神保健福祉士 101 0.5 0.0 24.9 

社会福祉士 100 0.7 0.0 24.9 

人口 10 万人対平均 H24 年度利用者 H25 年度利用者 

n=104 事業所数 延べ数 実数 延べ数 実数 

地域移行支援 3.2 5.7 2.7 4.4 1.4 

地域定着支援 2.7 4.6 1.1 10.3 1.9 
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図 1 システム作りのための全体的な取組み度 

 

 

 

 

 

 

 

  

　全く行っていない1 　進めようとしているが活発でない2

幾つかの事業所・病院とは進んでいる3  　活発に取り組んでいる4

19.2％ 
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36.5％ 

10.6％ 
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医療保護入院者退院支援委員会への参加

直接長期入院患者へ地域移行制度等の説明、利用の推進

支援計画の策定

退院後の地域カンファレンス・ケア会議への参加

相談・訪問等直接支援の提供

退院前のカンファレンス・ケア会議などへの参加

ピアスタッフやサポーター雇用のための予算算定

当事者を協議会・連絡会・各種事業等の企画運営メンバーとしている

セルフヘルプグループ（当事者）の運営支援

家族を協議会・連絡会・各種事業等の企画運営メンバーとしている

ピアサポーター・スタッフ育成のための研修会・勉強会を開催

セルフヘルプグループ（家族）の運営支援

当事者を協議会・連絡会等の参加メンバーとして加えている

家族を協議会・連絡会等の参加メンバーとして加えている

不動産業者からの空き家情報を事業所と共有するシステム作り

地域の空き家情報共有や空き家の活用をするシステム作り

住居に関する他の行政部署との連携

公営住宅への優先入居できるシステム作り

居所支援のための連絡会（自立支援協議会の部会等）開催

当事者・家族が事業の評価に参加できる仕組み作り

事業のガイドラインの作成

事業の評価をするシステム作り （内容・質による評価）

評価を地域事業所・病院等と共有・課題の振り返りを行う

事業の評価をするシステム作り （登録者数・利用者数による評価）

各事業の数値を含む目的・目標の地域事業所・病院等との共有

地域福祉計画等、事業計画に数値目標を設定

居住支援協議会（国土交通省事業）の開催

精神障害者退院促進事業(生活保護自立支援プログラム)との連携作り

病院へ地域移行・定着・居住支援等事業のポスターやチラシを配布

病院管理者・職員への退院支援等事業の説明を行う

民生委員への支援協力依頼・精神保健に関する研修を行う

精神保健福祉ボランティアの育成・研修を行う

地域の事業所・医療機関を含めた独自の連絡会を開催

事業の対象者の選定・紹介など事業所や病院との橋渡しを行う

専門職向けの勉強会・研修会の開催

自立支援協議会（以下協議会）で地域移行・定着等の部会を開催

精神障がいへの理解を促進させる講演・シンポジウムなどを行う

表 4 システム作りのための支援実施度（詳細） 
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表 5 地域移行支援利用者数カテゴリー別社会資源数数 

 

 
 

 

表６ 地域移行支援利用者数カテゴリー別 精神科病床・自立支援医療・手帳所持数 

 

 

 

地域移行支援者数（人口 10 万対） 0 人 
 0.1人〜 
  2.5 人未満 2.5 人以上  

市町村数  (n=98) 44 (44.9%) 40 (40.8%) 14 (14.3%)  

社会資源数 中央値   ｐ値 

1  相談支援事業所 5.2 3.2 5.9 .026* 

2  地域活動支援センターⅠ型  0.0 0.5 1.0 .226 

3  地域活動支援センターⅡ型 0.0 0.0 0.0 .344 

4  地域活動支援センターⅢ型 0.0 0.0 0.0 .928 

5  グループホーム 2.7 2.5 3.1 .850 

6  サテライト型グループホーム 0.0 0.0 0.0 .002** 

7  居宅介護事業所 5.1 9.2 12.0 .006** 

8  福祉型借上公共賃貸住宅 0.0 0.0 0.0 .950 

9  就労移行支援事業所 1.5 1.8 2.1 .848 

10  就労継続支援事業所 6.9 5.3 11.8 .850 

11  自立訓練事業所 0.0 0.6 0.2 .005** 

12  精神科訪問看護ステーション    0.0 1.2 2.0 .002** 

13  精神科デイケア 0.0 0.9 1.6 .024* 

事業を担当する職員数 3.6 1.0 5.6 .0001** 

 Kruskal-Wallis 検定 ＊=p<0.05 ＊＊=p＜0.01 

地域移行支援者数（人口 10 万対） 0 人 

 0.1人〜 

  2.5 人未満 2.5 人以上  

 中央値   p 値 

精神科病床数 0.0 183.6 432.8 .12 

自立支援医療利用者数 1211.6 1311.9 1422.2 .04* 

精神保健福祉手帳の所持者数 511.0 603.1 663.9 .005** 

Kruskal-Wallis 検定 ＊=p<0.05 ＊＊=p<0.01 


